
静岡市介護職員初任者研修等受講就労助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 静岡市は、介護施設等において福祉サービスに従事する者の技能の向上及び長期就労

を支援し、もって質の高いサービスの継続的な提供の促進を図るため、予算の範囲内におい

て介護職員初任者研修等受講就労助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、そ

の交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号）及びこの要綱の

定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）介護施設等 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であって、市の区域に存するもの

をいう。 

  ア 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する居

宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及

び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業 

イ 法第８条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業 

ウ 法第８条第26項に規定する施設サービスを行う事業 

エ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問

リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護

予防福祉用具販売を除く。）を行う事業 

オ 法第８条の２第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第２項に規定する居宅介護を行う事業 

キ 障害者総合支援法第５条第３項に規定する重度訪問介護を行う事業 

ク 障害者総合支援法第５条第４項に規定する同行援護を行う事業 

ケ 障害者総合支援法第５条第５項に規定する行動援護を行う事業 

（２）介護職員初任者研修等 次に掲げる研修をいう。 

ア 介護員養成研修の取扱細則について（平成24年老振発０３２８第９）Ⅰの介護職員初

任者研修 

イ 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成18年厚生労

働省告示第538号）第１条第３号に規定する居宅介護職員初任者研修及び同条第４号に規

定する障害者居宅介護従事者基礎研修 



 （助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号に掲げる要

件の全てを満たす者であって、市長が必要があると認めるものとする。 

（１）第６条第１項の規定による申込みの時点において、介護職員初任者研修等の受講の申込

みを完了していること。 

（２）第６条第２項の規定による通知の日以後、介護職員初任者研修等を修了し、かつ、同日

以後において原則として同一の介護施設等に３箇月継続して就労していること。 

（３）第７条の規定による申請の時点において、介護職員初任者研修等の受講料及び教材費（以

下「受講料等」という。）の支払を完了していること。 

（４）受講料等について、この要綱に基づく助成金以外の助成金等の交付を受けていないこと。 

（５）市税を滞納していないこと。 

 （助成対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、受講料等とする。

ただし、受講料等を分割して支払う場合に生じる手数料については、助成対象経費としない。 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（当該額に10円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、５万円を限度とする。 

 （申込み） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、介護職員初任者研修等受講就労助成金申込書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出し、申込みをし

なければならない。 

（１）介護職員初任者研修等の受講料等を確認することができる書類 

（２）介護職員初任者研修等の受講申込書の写し 

（３）市税納付状況調査同意書（様式第２号）又は市税を完納していることを示す証明書 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、介護職員初任者研修等受講就労助成金

申込受理通知書（様式第３号）により、当該申込者に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた助成対象者は、第３条第２号の要件を満たすこ

ととなった後において、助成金の交付の申請をしようとするときは、介護職員初任者研修等

受講就労助成金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ



ればならない。 

（１）雇用証明書（様式第５号） 

（２）介護職員初任者研修等の修了を証する書類の写し 

（３）介護職員初任者研修等の受講料等の領収書 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が指定する書類 

（助成金の額の決定及び確定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認

めるときは、現地調査等を行い、助成金の交付を決定し、及び確定したときは、介護職員初

任者研修等受講就労助成金交付決定兼確定通知書（様式第６号）により当該申請者に通知す

るものとする。 

 （請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに介護職員初任者研修等受講就労助成金

請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第６条関係） 

介護職員初任者研修等受講就労助成金申込書 

  年  月  日  

 

（宛先）静岡市長 

 

                        住所                

                     申込者 氏名                 
 

                        電話                          

                                                       

介護職員初任者研修等受講就労助成金の交付を受けたいので、静岡市介護職員初任者研修等受

講就労助成金交付要綱第６条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて申し込みます。 

 

 １ 介護職員初任者研修等実施事業者名 

 

 ２ 申込額                          円 

 

３ 申込額の算出根拠 

  （Ａ）助成対象経費                     円      

 

  （Ｂ）上限額                     50,000円 

 

  （Ｃ）（Ａ）×１／２又は（Ｂ）のいずれか低い額（10円未満切捨て） 

                                円 

 

 ４ 添付書類 

（１）介護職員初任者研修等の受講料等を確認することができる書類 

（２）介護職員初任者研修等の受講申込書の写し 

（３）市税納付状況調査同意書（様式第２号）又は市税を完納していることを示す証明書 



様式第２号（第６条関係） 

 

市税納付状況調査同意書 

 

（宛先）静岡市長 

 

 

私は、介護職員初任者研修等受講就労助成金の申込み及び交付の申請に当たり、私に係る

静岡市税の納付状況について、静岡市が職権で調査することに同意します。 

 

 

 

年  月  日 

 

住  所                       

                       氏  名                  
 

                      生年月日 

電  話                          

                    

 



様式第３号（第６条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 印  

 

介護職員初任者研修等受講就労助成金申込受理通知書 

 

    年  月  日付けで受けた介護職員初任者研修等受講就労助成金の申込みについて

は、次のとおり受理しました。 

今後、介護員養成研修を修了し、かつ、原則として同一の介護施設等に３箇月継続して就

労することにより助成金の交付の対象となりますので、静岡市介護職員初任者研修等受講就

労助成金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

 １ 申込額                   円 

 

 ２ 留意事項 

 （１）この通知は、助成金の交付を決定するものではありません。静岡市介護職員初任者研

修等受講就労助成金交付要綱（以下「要綱」といいます。）第８条の規定による通知を

受けることにより、助成金の交付が決定し、及び確定することとなります。 

（２）この通知を受けた者は、要綱第３条に規定する助成対象者となったときは、要綱第７

条の規定による申請を行うことができます。 

 



様式第４号（第７条関係） 

介護職員初任者研修等受講就労助成金交付申請書 

 

  年  月  日  

 

  （宛先）静岡市長 

 

                           住所 

                           申請者 氏名            

電話              

                                

  介護職員初任者研修等受講就労助成金の交付を受けたいので、静岡市介護職員初任者研修

等受講就労助成金交付要綱第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 介護職員初任者研修等実施事業者名 

 

２ 就労介護施設等名 

 

 ３ 交付申請額                        円 

 

４ 交付申請額の算出根拠 

  （Ａ）助成対象経費                     円      

 

  （Ｂ）上限額                     50,000円 

 

  （Ｃ）（Ａ）×１／２又は（Ｂ）のいずれか低い額（10円未満切捨て） 

                                円 

 ５ 添付書類 

（１）雇用証明書（様式第５号） 

（２）介護職員初任者研修等の修了を証する書類の写し 

（３）介護職員初任者研修等の受講料等の領収書 



様式第５号（第７条関係） 

 

  年  月  日  

 

（宛先）静岡市長 

 

法人所在地 

法 人 名 称 

代表者職氏名                      

 

雇用証明書 

 

      年  月  日時点において、被雇用者を介護施設等で福祉サービスに従事させ

ていることについて次のとおり証明します。 

被
雇
用
者 

住 所  

氏 名  

就

労

状

況 
就労先所在地  

就労介護施設等名  

電 話 番 号  

就 労 期 間     年   月   日 から 証明日まで 

常勤・非常勤の別 

（いずれかに○） 
常勤    ／    非常勤 



様式第６号（第８条関係） 

第   号  

      年  月  日  

 

         様 

 

静岡市長 氏   名 印  

 

介護職員初任者研修等受講就労助成金交付決定兼確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった介護職員初任者研修等受講就労助成金の交付に

ついては、次のとおり決定し、及び確定したので、静岡市介護職員初任者研修等受講就労助

成金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

 交付決定兼確定額                     円 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

介護職員初任者研修等受講就労助成金請求書 

 

 年  月  日  

 

（宛先）静岡市長 

 

                           住所 

                           請求者 氏名            

電話              

 

   年  月  日付け      第  号により決定及び確定の通知を受けた

介護職員初任者研修等受講就労助成金について、静岡市介護職員初任者研修等受講就労助

成金交付要綱第９条の規定により、次のとおり請求します。 

 

 １ 請求金額                      円 

 

２ 振込口座 

金 融 機 関 
        銀行 信用組合 

        信用金庫 農協 

          支店 

         出張所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口座番号  

フ リ ガ ナ 
 

口座名義人 
 

 


